
聖
祖
晩
年
に
於
け
る
日
弁

（そ
の
三
）

鈴

木

随

六
、
藤
原
氏
の
出
典
と
聖
祖
の
生
誕
伝
承

１
、
藤
原
氏
の
出
典

わ
が
国
の
最
古
の
歴
史
書
は
記
・
紀
で
あ
る
。
記
・
紀
と
は
い
う
ま
で
も
な
く

「古
事
記
」
「日
本
書
紀
」
の
略
称
で
あ
る
。
両
書
の
作

ら
れ
た
時
代
は
飛
鳥
朝
よ
り
大
化
改
新
を
経
て
律
令
国
が
う
ち
た
て
ら
れ
た
時
で
あ
る
。
古
事
記
は
天
武
天
皇
晩
年
の
内
命
に
よ
っ
て
筆

者
の
太
安
万
侶
と
誦
者
稗
田
阿
礼
が
編
集
の
任
に
あ
た
り
、
約
二
十
年
の
歳
月
を
経
て
和
同
五
年
（七

一
二
年
）
に
太
安
万
侶
の
手
に
よ
っ

て
、
時
の
元
明
天
皇
に

〈上

（神
代
）
中

（神
武
～
応
神
）
下

（仁
徳
～
推
古
）
の
上

・
中

・
下
の
三
巻
奉
献
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
万

葉
仮
名
が
よ
り
多
く
、
音
訓
混
用
さ
れ
て
日
本
語
を
そ
の
ま
ま
表
そ
う
と
努
め
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
日
本
書
紀
の
ほ
う
は
同
じ
天
武
天
皇
の
公
名

（六
八
二
年
）
に
よ
っ
て
川
島
皇
子

（天
智
天
皇
の
皇
子
）
忍
壁
親
王

（天

武
天
皇
の
皇
子
）
等
皇
子
達
十
二
名
が
編
纂
の
任
に
当
た
り
、
和
同
七
年
に
二
名
編
集
者
を
増
員
し
、
拝
命
よ
り
四
十
八
年
を
経
た
養
老

順
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聖
祖
晩
年
に
於
け
る
日
弁

（そ
の
三
）

四
年

（七
二
〇
）
に
完
成
、
舎
人
親
王
お
よ
び
太
安
万
侶
の
手
に
よ
っ
て
元
正
天
皇

〈神
代
か
ら
持
統
天
皇
譲
位

（六
九
七
）
ま
で
を
三

十
巻
に
仕
立
て
た
も
の
〉
に
撰
献
さ
れ
た
も
の
で
表
音
文
字
を
多
く
取
り
入
れ
た
漢
文
的
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
（日
本
固
有
の
も
の
を

中
国
文
字
に
附
会
し
た
）
記

・
紀
両
書
が
中
心
的
な
素
材
と
し
た
の
は
王
室
の
系
譜
を
中
心
に
記
録
さ
れ
た
帝
紀

（帝
王
本
紀
）
上
代
の

諸
伝
承

（旧
辞
）
各
氏
族
の
伝
承
、
そ
れ
に
地
方
に
伝
え
ら
れ
た
物
語
り
記
録
等
で
あ
る
。
従

っ
て
帝
紀
も
旧
辞
も
伝
承
す
る
人
に
よ
っ

て
記
録
自
体
が
ま
ち
ま
ち
に
な
っ
て
い
た
り
、
亦
多
く
の
虚
偽
も
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
記
録
さ
れ
た
神
話
の
真
実
と
虚
偽
を
見
極
め

る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
だ
が
古
い
物
語
り
に
は
祖
先
の
息
吹
が
な
ん
と
な
く
感
じ
と
ら
れ
、
安
ら
ぎ
を
覚
え
る
も
の
が
随
所
に
み
ら

れ
る
。「記

」
に
よ
れ
ば
神
代
の
冒
頭
に
天
上
の
高
天
原
に
三
柱
の
神
が
出
現
し
た
。
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
。
つ
づ
い
て
タ
カ
ム
ス
ビ
。
カ
ミ

ム
ス
ビ
。
の
二
神
が
出
現
し
、
こ
の
三
神
は
配
偶
者
の
な
い
独
人
神
で
現
世
に
現
れ
な
い
神

退
理
化
の
神
」
で
こ
れ
ら
は
別

天
神
と
い
っ

た
。
別
天
神
の
外
に
天
つ
神
七
代
あ
り
最
初
を
ク
ニ
ト
コ
タ
チ
ノ
神
と
申
し
六
代
を
経
て
、
国
生
み

・
神
生
み
し
た
最
初
の
夫
婦
神
で
あ

る
。
イ
ザ
ナ
キ

・
イ
ザ
ナ
ミ
の
男
女
二
神
が
生
ま
れ
た
国
常
立
神
か
ら
こ
こ
ま
で
を
神
代
七
代
と
呼
ん
で
い
る
。

天
つ
神
た
ち
が
、
こ
の
男
女
二
神
に

「
こ
の
漂
う
国
を
修
理
固
成
せ
」
と
の
命
令
を
受
け
、
天
の
沼
矛

（玉
で
飾

っ
た
矛
）
を
与
え
た
と

い
う
。
天
上
か
ら
こ
の
世
の
天
の
浮
橋

（舟
）
に
乗

っ
て
矛
を
海
中
に
下
し
海
水
を
コ
オ
ロ
、
コ
オ
ロ
と
か
き
ま
わ
し
て
引
き
上
げ
る
と

矛
の
先
か
ら
た
れ
落
ち
る
塩
が
累
積
し
て
島
と
な
っ
た
こ
れ
を
オ
ノ
コ
ロ
島
と
い
う
。
（お
の
ず
か
ら
凝
り
固
ま
っ
て
で
き
た
島
Ｙ
一神
は

こ
の
島
に
天
降
り
天
の
御
柱
を
立
て
二
神
は
そ
の
柱
の
ま
わ
り
を

「汝
は
右
よ
り
、
吾
は
左
よ
り
廻
り
」
出
逢

っ
た
時
、
女
神
の
方
か
ら

「
ま
あ
な
ん
と
よ
い
殿
方
よ
」
と
云
い
。
男
神
は
こ
れ
に

「あ
あ
云
も
い
わ
れ
な
ほ
ど
の
美
し
い
乙
女
よ
」
と
答
え
夫
婦
の
契
り
を
結
ぶ
。

そ
の
営
み
を
通
じ
て
生
ま
れ
た
子
は
水
蛭
子
で
淡
島
で
ヒ
ル
コ
は
流
さ
れ
て
し
ま
い
淡
島
も
御
子
の
数
か
ら
除
外
さ
れ
た
。
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天
っ
神
に
何
故
か
と
太
占

（神
聖
な
占
い
）
で
伺
い
を
立
て
る
と

「女
人
の
先
立
ち
て
言
え
る
に
因
り
て
良
か
ら
ず
ま
た
還
り
降
り
て

改
め
て
言
え
」
そ
こ
で
順
序
を
変
え
て
男
神
先
ず
言
い
、
女
神
こ
れ
に
和
す
と
い
う
、
や
り
直
し
を
し
て
淡
路

・
四
国

・
隠
岐

・
九
州

・

壱
岐

・
対
馬

・
佐
渡

・
本
州
の
順
で
大
八
州
国
を
産
み
、
そ
の
他
小
豆
島

・
五
島
列
島
等
を
産
み
終
え
て
、
次
に
山
川

・
草
木

・
海
水

・

風
雨
を
司
る
諸
神
を
生
み
、
最
後
に
火
の
神
カ
グ
ツ
チ
を
生
ん
だ
と
き
イ
ザ
ナ
ミ
は
み
ほ
と

（御
陰
）
を
焼
か
れ
て
死
ん
で
し
ま
い
死
者

の
国

へ
旅
立

っ
て
し
ま
っ
た
。
愛
す
る
妻
を
失

っ
た
イ
ザ
ナ
ギ
は
大
い
に
嘆
き
悲
し
み
、
妻
の
死
の
原
因
と
な
っ
た
火
の
神
カ
グ
ツ
チ
を

怒

っ
て
刀
で
斬
り
殺
す
と
そ
の
刀
に
つ
い
た
血
か
ら
さ
ら
に
殺
さ
れ
た
カ
グ
ツ
チ
の
体
か
ら
も
神
が
生
ま
れ
、
合
計
十
六
神
を
新
し
く
生

み
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
後
イ
ザ
ナ
キ
は
妻
の
後
を
追

っ
て
黄
泉
の
国
に
下
り
、
美
し
い
妻
に
逢

っ
た
が
や
が
て
イ
ザ
ナ
ミ
が
腐
れ
、
た

だ
れ
恐
ろ
し
い
死
体
と
化
し
て
い
る
の
を
み
る
。
驚
い
た
イ
ザ
ナ
キ
は
逃
げ
出
す
と
イ
ザ
ナ
ミ
は
「
よ
く
も
私
に
恥
を
か
か
せ
た
」
と
怒

っ

て
起
き
上
が
り
後
を
追

っ
て
き
た
が
黄
泉
平
坂
で
離
婚
を
宣
言
す
る
。

機
れ
た
体
を
は
ら
い
清
め
よ
う
と
場
所
を
探
し
日
向
国
に
来
て
こ
こ
で
全
身
を
洗

っ
た
。
左
の
目
を
洗

っ
て
天
照
大
神

（高
天
原
）
右

の
目
を
洗

っ
て
月
読
命

（夜
の
食
国
）
ま
た
鼻
を
洗

っ
て
須
佐
之
男
神

（海
原
）
が
生
ま
れ
た
。
イ
ザ
ナ
キ
は
こ
の
三
貴
子
に
そ
れ
ぞ
れ

（　
　
）
内
の
領
地
を
授
け
治
め
さ
せ
る
が
、
須
佐
之
男
神
だ
け
は
命
に
従
わ
ず
母
の
住
む
黄
泉
国
を
恋
し
た
っ
て
泣
く
の
で
イ
ザ
ナ
キ

は
怒

っ
て
追
放
し
た
。
須
佐
之
男
は
姉
の
天
照
を
尋
ね
る
が
、
天
照
の
田
を
荒
ら
し
た
り
、
神
聖
な
御
殿
に
大
便
を
ま
き
散
ら
し
た
り
、

機
織
の
御
殿
に
、
生
き
た
馬
の
皮
を
剥
い
で
そ
の
馬
を
投
げ
込
む
と
い
う
乱
暴
に
日
の
神
で
あ
る
天
照
は
遂
に
天
の
石
屋
の
中
に
身
を
隠

し
た
の
で
、
国
中
が
闇
黒
に
お
と
し
入
れ
ら
れ
た
。

大
王
の
臣
下
で
あ
る
天
児
屋
命
の
子
孫
が
代
々
王
室
を
補
佐
さ
れ
、
王
室
と
臣
下
は
水
魚
の
関
係
の
よ
う
に
一
体
と
な
っ
て
国
を
治
め

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
天
照
大
神

一
系
の
子
孫
が
天
皇
と
し
て
君
臨
す
る

一
方
補
佐
役

（臣
下
）
の
藤
原
氏
族
の
先
祖
は
、
天
皇

聖
祖
晩
年
に
於
け
る
日
弁

（そ
の
三
）
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聖
祖
晩
年
に
於
け
る
日
弁

（そ
の
三
）

王
家
の
祖
先
神
と
同
じ
く
天
地
を
創
造
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
天
御
中
主
尊
で
あ
る
。
天
御
中
主
尊
よ
り
十
代
目
が
藤
原
氏
の
遠
祖
天
児
屋

命
で
あ
る
。
藤
原
氏
は
始
祖
鎌
足
ま
で
中
臣
氏
で
、
大
和
朝
廷
に
お
け
る
神
祗
を
総
括
し
た
家
柄
で
あ

っ
た
。

高
橋
富
雄
東
北
大
学
教
授
の
言
に
よ
れ
ば

『神
話
時
代
中
臣
氏
の
遠
祖

・
大
祖
た
ち
が
マ
ツ
リ
ゴ
ト
を
と
り
し
き
っ
て
い
た
祭
政

一
致
の

風
景
が
見
え
る
。
「中
臣
」
と
い
う
の
は

「中
執
り
臣
」
と
い
う
こ
と
だ
と
も
、
ま
た

「中
津
臣
」
の
意
味
だ
と
い
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も

神
と
人
間
の
間
に
あ

っ
て
マ
ツ
リ
ゴ
ト

（祭
事
）
を
マ
ツ
リ
ゴ
ト

（政
治
）
に
し
て
い
た
尊
貴
者
の
こ
と
で
あ
る
。　
・
・
・
・
・
・
０
０

０
０
０
●
●
●
●
●
●
●
・
・
０
万
世

一
系
の
皇
統
と
万
世

一
系
の
臣
統
、
天
皇
家
と
藤
原
氏
と
は
神
聖
の
長
さ
も
権
威
も
上
下
に
仲
良

く
分
け
合

っ
て
神
な
が
ら
の
国
家
を
組
織
し
、維
持
し
続
け
た
の
で
あ

っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
（歴
史
と
旅
臨
時
増
刊
　
エハ
十
年

一
月
　
Ｐ

六
七
）
次
い
で
高
橋
教
授
は
藤
原
の
姓
は
大
化
改
新
の
功
労
者
で
あ
る
中
臣
鎌
足
が
死
に
臨
み
天
智
天
皇
よ
り
六
六
九
年

「藤
原
朝
臣
」

と
親
授
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
が
な
ぜ
藤
原
の
姓
に
な
っ
た
か
と
云
う
と

「鎌
足
は
大
和
国
高
市
郡
大
原
の
藤
原
第
に
生
ま
れ
た
。
そ
の

藤
原
賜
姓
も
こ
れ
に
因
る
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
新
編
常
陸
国
誌
よ
り
引
用
せ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
新

編
常
陸
国
誌
と
は
江
戸
時
代
の
学
者
高
橋
己

一
に
つ
い
て
学
ん
だ
久
慈
郡
の
人
中
山
信
名
が
編
し
同
時
代
の
学
者
色
川
三
中
が
訂
正
し
、

明
治
に
な
っ
て
か
ら
水
戸
の
学
者
粟
田
寛
が
増
補
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
国
誌
に
（Ｐ
五
三
八
）
「藤
原
鎌
足
、
本
姓
は
中
臣
、
大
和
国

高
市
の
人
也
、　
一
説
に
常
陸
に
生
ま
れ
し
故
に
、
今
も
鹿
島
に
其
の
宅
地
あ
り
、
又
其
の
地
に
鹿
島
の
大
神
を
氏
神
と
崇
め
奉
る
と
も
云

り
、
其
の
先
天
兄
屋
命
は
ニ
ニ
ギ
ノ
尊
の
輔
臣
に
し
て
、
そ
の
孫
天
種
子
命
は
神
武
帝
に
仕

へ
て
功
あ
り
世
々
天
地
の
祭
を
掌
り
人
神
の

間
を
和
ら
ぐ
傷
て
其
の
氏
を
命
け
て
中
臣
と

・
・
・
・
・
帝
天
照
大
神
の
宮
を
伊
勢
に
建
玉
ふ
時
命
じ
て
祭
官
と
す
」

◎
常
陸
風
土
記
は
奈
良
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
地
誌
で
、
和
銅
六
年

（七

一
三
）
よ
り
養
老
七
年

（七
三
二
）
ご
ろ
ま
で
の
間
に
完
成
し

た
と
推
定
さ
れ
る
。
元
明
天
皇
の
詔
、
諸
国
に
命
じ
て
地
名
の
由
来
、
伝
承
、
産
物
な
ど
ま
と
め
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
書
は
省
略
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本
で
あ
り
編
者
は
藤
原
宇
合
説
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る
が
、
常
陸
守
で
あ
っ
た
石
川
難
波
麻
呂
や
高
橋
虫
麻
呂
も
関
与
し
た
と
考
え
ら
れ

Ｚつ
。伊

勢
神
宮
で
長
年
に
わ
た
り
受
け
継
が
れ
た
伝
統
行
事
の
あ
り
さ
ま
を
伝
え
た
も
の
に
鎌
倉
初
期
に
成
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
る

『神
宮

雑
例
集
』
と
い
う
重
要
な
資
料
が
あ
る
。
新
編
常
陸
国
誌
に
も
同
様
の
記
事
が
あ
り
。
「垂
仁
天
皇
の
時
代
に
皇
大
神
宮
が
で
き
た
時
に
、

中
臣
氏
の
祖
先
の
大
鹿
島
命
が
大
神
に
仕
え
た
と
記
し
て
い
る
」
も
の
で
あ
る
。

朝
廷
の
神
事
を
担
当
し
た
中
臣

（大
中
臣
）
氏
の
系
図
は

「群
書
類
従
」
「続
群
書
類
従
」
に
も
所
収
さ
れ
て
い
る

「大
中
臣
系
図
」
が

あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
中
臣
常
盤
大
連
に
は
じ
ま
り
常
盤
の
子
の
可
多
能
祐
に
は
三
子
あ
り

可ヵ多龍彬上［［手テ子コ食一中中‐‐‐「一一『一一̈
』中時赫赫申「『鰤［碑囃脚ｒ】詢け時̈
岬］罐紳統である。

読
史
備
要

（東
京
大
学
資
料
編
纂
所
編
）
○
中
臣
氏

（ｐ
八
二
五
）

天
見
屋
命
―
―
天
押
雲
命
―
―
天
爾
伎
爾
命
―
―

（十
四
代
略
）
―
―
賀
麻
―
―
黒
田
―
―
常
磐
―
―
可
多
能
古

饗

子
―

楚

（薦

四
容

―

早

―

冠

―

羹

ゴ

晶

」

（大
中
Ｅ

聖
祖
晩
年
に
於
け
る
日
弁

（そ
の
三
）
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聖
祖
晩
年
に
於
け
る
日
弁

（そ
の
三
）

読
史
備
要
　
○
藤
原
氏
四
家

（ｐ
八
三
二
～
八
三
五
）

前́
三
男
）
―
―
内
麿
―
―
冬
嗣
―
―
良
房

（冬
継
四
男
）

藤
原
氏
の
系
譜
に
つ
い
て

太
祖
は
天
地
の
造
物
主
天
御
中
主
尊
で
あ
る
。
十
代
目
が
天
児
屋
命
と
な
る
。
中
臣
の
家
系
で
は
命
系
が
そ
の
神
話
時
代
で
、
そ
の
あ

と
の
連
系
が
歴
史
時
代
と
い
え
る
。
既
に
述
べ
た
如
く
鎌
足
よ
り
三
代
前
の
中
臣
常
盤
大
連
が
そ
れ
で
あ
る
。

中
臣
鎌
子
連
の
出
身
地
に
つ
い
て

「鎌
足
伝
」
に
は
大
倭

（大
和
）
の
国
の
高
市
郡
の
人
で
あ

っ
て
藤
原
の
第
に
生
ま
れ
た
。
そ
し
て

そ
の
祖
先
に
つ
い
て
は
天
児
屋
根
命
よ
り
出
て
代
々
天
地
の
祭
り
を
掌

っ
た
と
記
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が

「日
本
書
紀
」
に
は
鎌
足
の
家

に
関
す
る
こ
と
は

一
切
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
常
陸
国
誌
に
よ
れ
ば
、
鎌
足
は
常
陸
の
鹿
島
郡
で
生
ま
れ
た
鹿
島
の
神
は
藤
原
氏

の
氏
神
で
あ
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
故
に
鎌
足
の
生
地
は
大
和
か
常
陸
か
の
謎
が
あ
る
。
丸
山
二
郎
氏

ｏ
田
村
回
澄
氏
は
常
陸
の
生
ま

れ
と
す
る
。
田
村
氏
は
そ
の
理
由
と
し
て
藤
原
不
比
等
は
、
氏
神
と
崇
め
る
鹿
島
の
神
を
春
日
山
に
迎
え
祀

っ
た
と
す
る
。
春
日
大
社
は

本
殿
四
座
の
う
ち
鹿
島
神
が
上
首
の
待
遇
を
受
け
て
お
り
、
神
殿
の
規
模
も
他
の
三
殿
よ
り
丈
を
高
く
す
る
な
ど
、
春
日
社
は
鹿
島
神
を

中
心
に
す
え
て
い
る
。

①
鎌
足
の
出
自
が
畿
内
の
中
臣
氏
で
な
く
常
陸
地
方
の
中
臣
氏
の

一
人
と
し
て
中
央
の
大
和
に
進
出
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

②
鎌
足
は
百
済
系
の
渡
来
人
多
く
居
住
す
る
摂
津
国
三
嶋
の
出
身
と
す
る
植
垣
節
也
氏
の
説
、
梅
原
猛
氏
は
百
済
系
の
渡
来
人
の
系
統
、
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帰
化
人
の
血
を
引
く
東
国
出
身
ら
し
い
成
り
上
が
り
者
で
あ
り
、
こ
の
成
り
上
が
り
者
が
鎌
足
の
父
御
食
子
を
祖
と
し
、
不
比
等
ま
で
三

代
で
政
治
の
実
権
を
握

っ
た
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
（日
本
歴
史
２
ｐ
九
八
研
秀
出
版
）

鎌
足
が
藤
原
賜
姓
の
時
中
臣
を
名
乗
り
し
て
い
た
人
た
ち
は
全
国
に
散
在
し
て
い
た
ら
し
い
。
こ
れ
ら
の
人
達
も
藤
原
の
姓
に
改
姓
し

た
の
で
あ
る
ま
ず
祭
事
氏
族
中
臣
が
あ

っ
て
、
鎌
足
が
大
織
冠
に
な
る
こ
と
よ
り
政
治
氏
族
藤
原
氏
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
間
も

な
く

一
部
藤
原
氏
は
強
制
的
に
中
臣
氏
に
復
帰
せ
し
め
ら
れ
た
。

伊
勢
神
官
の
み
に
あ
る
神
職
の
長
官
を
祭
主
と
呼
称
し
た
推
古
天
皇

（五
九
二
～
六
二
八
）
の
時
代
で
中
臣
御
食
子
が
初
め
て
任
せ
ら

れ
、
天
武
天
皇

（六
七
三
～
六
八
六
）
の
時
代
に
御
食
子
の
弟
、
国
子
の
孫
、
中
臣
意
美
麻
呂
が
任
ぜ
ら
れ
以
後
祭
主
は
意
美
麻
呂
の
子

孫
が
世
襲
す
る
こ
と
に
な
る
。
故
に
中
臣
国
子

（鎌
足
叔
父
）
系
藤
原
氏
は
神
事
に
供
す
る
故
を
以
て
中
臣
旧
姓
に
復
帰
せ
し
め
ら
れ
、

藤
原
朝
臣
の
姓
は
鎌
足
の
子
不
比
等
が
う
け
つ
ぐ
こ
と
に
な
る
文
武
天
皇
元
年

（六
九
八
）
八
月
十
九
日
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
と
り
も
直
さ
ず
、
祭
事
氏
族
中
臣
体
制
の
復
活
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
太
政
官

・
神
祗
官
の
二
官
を
掌
握
で
き
る
と
い
う
。

藤
原
体
制
強
化
に
連
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
復
活
さ
れ
た
中
臣
は
即
ち
藤
原
氏
の
反
面
を
有
す
る
中
臣
で
あ
る
の
で

「大
中
臣
」
を
名
乗

ら
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
太
平
洋
出
版
社
の
日
本
の
神
々

（四
六
四
）
に
よ
れ
ば
意
美
麻
呂
の
子
清
麻
呂
が
称
徳
天

皇
の
信
頼
厚
く
、
そ
の
功
を
讃
え
ら
れ
て
大
中
臣
姓
を
賜

っ
た
の
が
最
初
で
あ
る
。
そ
の
後
官
府
に
よ
り
清
麻
呂
の
末
裔
が
大
中
臣
氏
を

称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

２
、
聖
祖
の
生
誕
伝
承

イ
、
聖
祖
の
系
図

『寛
政
重
修
諸
家
譜
』
巻
第
七
百
六
十
、
井
伊
氏
の
項
に
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
前
文
に
、
「備
中
大
夫
共
保
遠
江
国
引
佐
郡
井

聖
祖
晩
年
に
於
け
る
日
弁

（そ
の
三
）
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聖
祖
晩
年
に
於
け
る
日
弁

（そ
の
三
）

伊
谷
に
住
せ
し
に
よ
り
、
井
伊
を
も
っ
て
家
号
と
す
。
」
と
述
べ
供
保
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

寛
弘
七
年

（
一
〇

一
〇
）
正
月
元
旦
に
遠
江
国
井
伊
谷
八
幡
の
神
主
社
頭
に
参
り
し
に
、
瑞
籠
の
か
た
は
ら
み
御
手
洗
井
の
中
に
い
ま

生
ま
れ
た
ら
む
と
お
ぼ
し
き
、
男
子
忽
ち
出
る
を
み
る
。
そ
の
容
貌
美
麗
に
し
て
眼
晴
あ
き
ら
か
な
り
。
神
主
奇
異
の
お
も
ひ
を
な
し
、

い
だ
き
て
家
に
か
へ
り
、
子
の
ご
と
く
養
育
す
。
そ
の
井
、
い
ま
な
を
あ
り
。
七
歳
に
を
よ
ぶ
の
と
き
、
備
中
守
共
資
こ
れ
を
き
き
て
奇

な
り
と
し
、
さ
い
は
ひ
女
子
あ
り
て
男
子
な
き
ゆ
へ
、
養
ひ
て
子
と
し
、
成
長
に
を
よ
び
、
其
女
を
め
あ
は
す
。
共
保
壮
年
に
い
た
り
て

器
量
人
に
す
ぐ
れ
、
勇
武
絶
倫
な
り
。
故
に
郷
人
こ
と
ご
と
く
こ
れ
に
し
た
が
ふ
。
の
ち
出
生
の
地
な
り
と
て
井
伊
谷
に
う
つ
り
住
す
。

寛
治
七
年

（
一
〇
九
二
）
八
月
十
五
日
死
す
。
年
八
十
四
。

◎
寛
政
重
修
諸
家
譜
索
引
　
国
史
の
古
文
書

・
古
記
録
な
ど
解
読
の
手
引
書
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
の
中
、
人
命
の
官
職
に
よ
る
呼

称
、
及
び
国
銘

（受
領
名
）
に
よ
る
呼
称
に
基
づ
い
て
、
人
名
を
検
出
す
る
の
便
に
供
す
る
為
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
、
人
名
下
段
の
数
字

は

『寛
政
重
修
諸
家
譜
』
の
巻
数
を
示
す
。

父

「共
資
」
は
、
同
書
に
よ
れ
ば
、
「備
中
守
。
正
暦
年
中

（九
九
〇
～
九
九
五
）
は
じ
め
て
遠
江
国
敷
智
郡
村
櫛
に
住
す
。
」
と
い
わ
れ

て
い
る
。
『続
群
書
類
従
』
巻
第

一
六
二

（第
六
輯
下
ｐ
三
四

一
）
所
収
の

「井
伊
系
図
」
は
右
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が

「兄
出
生
之
時
傍

有
橘
。　
一
類
神
主
以
橘
付
産
衣
の
紋
」
等
付
会
さ
れ
て
い
る
。
尚
聖
祖
の
五
百
十
三
回
忌
に
及
び
、
寛
政
五
年
十
月
の
著

『本
化
高
祖
紀

年
録
』
も
基
本
的
に
は
前
書
と
同
じ
で
あ
る
。
即
ち
共
保
が
神
前
の
井
か
ら
生
ま
れ
そ
の
井
の
傍
ら
に
橘
の
本
が
生
え
て
い
た
こ
と
か
ら
、

井
桁
に
橘
を
家
の
紋
所
と
定
め
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
又
井
伊
家
の
先
祖
の
伝
承
を

『紀
年
録
』
は
高
祖
大
菩
薩
御
系
図
と
し
て
左
記

の
如
く
伝
え
て
い
る
。
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高
祖
大
菩
薩
御
系
図

（本
化
高
祖
紀
年
録
）

天
津
兄
屋
根
命
―
―
大
織
冠
鎌
足
―
―
不
比
等
―
―
房
前
―
―
具
楯
―
―
内
麻
呂
―
―
冬
継
―
―
良
門
―
―
利
世
―
―
共
良
―
―
良
春

良
宗
―
―
共
資

（備
中
守
）
―
―
共
保

（井
伊
之
租
）
―
―
共
家
―
―
共
直
―
―
惟
直
―
―
盛
直
―
―
良
直
―
―

（井
伊
赤
佐
二
郎
）

（貫
名
四
郎
有
二
子
大
織
冠
ヨ
リ
十
八
世

ｏ
住
山
名
郡
貫
名
賓
高
祖
大
菩
薩
之
祖
也
）
―
目
睛
【

（
‐
引
』
申
引

品
直 直

高
祖
。
御
母
清
原
氏
。
舎
人
親
王
五
十
世
之
裔
。
山
崎
左
近
徒
五
位
兼
良
女
。

記
紀
共
に
「
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
ノ
ミ
コ
ト
」
（天
兒
屋
命
）
と
記
し
、
統
紀
に
は
コ
ヤ
ネ
ノ
ミ
コ
ト
は
な
い
。

川
泰
堂
は
全
て

「紀
年
録
」
２

七
九
五
）
を
踏
襲
し
、
紀
年
録
は
統
紀

（六

一
～
六
二
）
孜
異

（三
～
四
）

聖
祖
晩
年
に
於
け
る
日
弁

（そ
の
三
）

聖
祖
の
系
図
に
つ
い
て
は
小

の
説
に
依
処
し
た
も
の
か
前

（貫
名
次
郎
有
五
子
・
大
織
冠
至
是
二
十

一
世
）

王
丸

（後
更
日
蓮
）

友

（藤
平
　
重
友
之
後
以
藤
平
為
氏
今
居
線
洲
大
野
郷
云
）
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聖
祖
晩
年
に
於
け
る
日
弁

（そ
の
三
）

説
の

『寛
政
重
修
諸
家
譜
』
を
引
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

右
よ
り
鎌
足
よ
り
十
二
代
目
に
備
中
守
共
資
と
い
う
人
が
有
り
共
資
は
遠
洲
敷
智
郡
村
櫛
に
住
居
し
た
が
男
の
子
が
な
く
常
に
神
の
冥

助
を
祈
り
。
寛
弘
七
年
の
元
旦
井
伊
明
神

（八
幡
宮
）
に
詣
で
井
の
中
よ
り
い
づ
る
を
み
て
拾
い
あ
げ
る
。
長
じ
て
智
勇
絶
倫
神
の
如
く
、

た
び
た
び
軍
功
あ
り
多
く
の
人
々
井
伊
の
共
保
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
、
故
に
共
保
は
井
伊
の
祖
と
な
る
。
共
保
よ
り
六
代
目
に
政
直
が

遠
江
国
貫
名
の
郷
を
領
す
る
よ
う
に
な
り
貫
名
を
名
乗
る
こ
と
に
な
る
。
故
に
政
直
が
貫
名
の
祖
で
あ
る
。

生
誕
伝
承
の
最
も
古
い
も
の
は
、
口
伝
に
基
づ
い
て
日
興
之
を
記
す
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

「産
湯
相
承
事
」
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を

取
り
上
げ
る
人
は
い
な
い
が
次
の
事
柄
か
ら
後
鳥
羽
上
皇
落
胤
説
を
唱
え
る
人
が
少
数
い
る
。
こ
の
古
文
書
中
に

「東
条
片
海
に
三
国
の

大
夫
と
云
ふ
者
あ
り
是
レ
を
夫
と
定
め
よ
と
云
々
」
と
あ
る
。
父
と
云
わ
れ
る

「三
国
の
大
夫
」
と
は
何
者
か
不
明
で
あ
る
が

大
夫
と
い
う
の
は
中
宮

・
大
膳

上
示
・
修
理
の
職
官
で

「五
位
以
上
の
位
階
を
持
つ
官
人
を
指
し
て
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
「そ
れ
が
神

職
に
も
適
用
さ
れ
て
、
五
位
以
上
の
神
職
に
対
す
る
尊
称
で
あ

っ
た
と
い
う
（日
本
の
神
々
大
洋
出
版
社
ｐ
四
六
七
）。
し
か
し
後
に
は
位

階
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
神
職
全
般
を
大
夫
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
、
ま
た
神
職
の
職
名
の

一
つ
に
も
用
い
ら
れ
た
」
の
で
あ
る
。
然
る

に

「三
国
の
大
夫
」
と
い
う
の
は

「
み
く
に
の
た
い
ふ
」
即
ち

「御
国
大
父
」
と
書
く
事
が
出
来
る
。
と
す
る
と
天
皇
か
上
皇
を
指
す
事

が
出
来
る
と
飛
躍
す
る
。
又

「遊
女
の
如
く
な
り
し
時
、
御
身
の
父
に
嫁
け
り
」
と
あ
る
。
遊
女
と
は
白
拍
子
の
こ
と
で
後
鳥
羽
上
皇
の

愛
妾
白
拍
子

「亀
菊
」
で
あ
り
、
聖
祖
の
母
梅
菊
と
比
定
し
て

「亀
菊
」
と

「梅
菊
」
は
変
体
仮
名
で
書
く
と

「可
」
「う
」
は
そ
の
形
も

酷
似
し
て
い
る
。
故
に
両
人
は
同

一
人
で
あ
る
と
い
う
説
を
唱
え
る
人
も
い
る
。
ま
た
皇
胤
裏
付
の
証
拠
に
名
刀

「数
珠
丸
」
を
挙
げ
、

亀
菊
と
別
離
す
る
に
臨
み
、
上
皇
が
胎
児
の
身
分
を
立
証
す
る
た
め
に
授
け
た
と
い
う
仮
説
を
た
て
て
い
る
。

「数
珠
丸
」
は

『享
保
名
物
牒
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
名
刀
で
あ
る
。
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『享
保
名
物
牒
』
と
は
享
保
元
年
八
月
八
代
将
軍
に
就
任
し
た
吉
宗
は
、
老
中
久
世
大
和
守
重
之
に
命
じ
て
諸
藩
に
格
護
さ
れ
て
い
る

刀
工
の
実
状
を
報
告
さ
せ
て
い
る
。
古
刀
に
対
し
て
は
室
町
時
代
か
ら
の
将
軍
家
の
刀
剣
の

「研
ぎ

・
拭

ｏ
日
利
」
を
業
と
し
て
仕
え
て

い
た
本
阿
弥
家
に
命
ぜ
ら
れ
、
室
町
時
代
か
ら
の
将
軍
家
、
諸
大
名
家
に
あ
る
昔
か
ら
の
有
名
な
刀
の
由
緒
寸
尺
を
調
べ
て
提
出
さ
せ
た

報
告
書
が

『享
保
名
物
牒
』
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の

『享
保
名
物
牒
』
に

「数
珠
丸
恒
次

一
一尺
七
寸
七
分
有
銘
、
無
代
の
宝
物
の
太
刀
な
り
由
緒
し
れ
ず
　
身
延
山
久
遠
寺
」
と
あ
る
と
い
う
。

数
珠
丸
の
名
は
聖
祖
が
そ
の
柄
に
数
珠
を
掛
け
て
お
ら
れ
た
と
い
う
伝
承
に
よ
る
。
身
延
か
ら
紛
失
し
た
と
思
わ
れ
る
数
珠
丸
は
幾
百

年
の
後
大
正
年
代
宮
内
省
の
刀
剣
御
用
掛
の
職
を
奉
ず
る
、
尼
崎
市
出
身
の
杉
原
祥
造
氏
の
手
に
入
り
、
大
阪
の
篤
信
者
紙
問
屋
を
営
む

北
風
熊
七
翁
が
購
入
資
金
を
提
供
さ
れ
て
、
大
本
山
本
興
寺
に
寄
進
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
。

聖
祖
の
御
遺
文
の
中
に
刀
に
関
す
る
も
の
が
二
編
あ
り
、　
一
つ
は
文
永
十

一
年
二
月
二
十

一
日
の
『弥
源
太
殿
御
返
事
』
で
あ
る
。
「又

御
祈
薦
の
た
め
に
御
太
刀
同
じ
く
刀
あ
は
せ
て
二
つ
送
り
給
は
て
候
。
こ
の
太
刀
は
し
か
る
べ
き
か
ぢ

（鍛
匠
）
作
り
候
欺
と
覚
え
へ
候
。

あ
ま
く
に
（天
国
）、
或
い
は
鬼
き
り
（切
）
、
或
は
や
つ
る
ぎ
（八
剣
）、
異
朝
に
は
か
む
し
や
う
ば
く
や

（干
将
莫
耶
）
剣
に
争
か
こ
と
な

る
べ
き
や
。
此
れ
を
法
華
経
に
ま
い
ら
せ
給
ふ
。
殿
の
御
も
ち
の
時
は
悪
の
刀
、
今
佛
前

へ
ま
い
り
ぬ
れ
ば
善
の
刀
な
る
べ
し
。
警

へ
ば

鬼
の
道
心
を
こ
し
た
る
ら
ん
が
如
し
。
あ
ら
不
思
議
や
、
不
思
議
や
。
後
生
に
は
此
刀
を
つ
え
と
た
の
み
給
ふ
べ
し
」
（定
八
〇
六
）

又
御
祈
薦
為
に
太
刀
と
刀
と
併
せ
て
二
振
贈
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
刀
は
然
る
べ
き
名
の
き
こ
え
て
い
る
刀
匠
の
作
で
あ
ろ
う
。
彼
の

天
国

・
鬼
切

ｏ
八
剣
等
の
宝
剣
、
或
い
は
支
那
の
干
将

・
莫
耶
の
剣
に
も
劣
る
ま
い
と
思
う
。
そ
れ
を
法
華
経
に
供
養
せ
ら
れ
た
の
で
あ

る
が
、
貴
殿
が
御
持
の
と
き
は
悪
の
刀
、
今
仏
前
に
供
え
て
は
善
の
刀
と
変
わ
っ
た
。
讐
え
ば
鬼
が
信
心
を
起
こ
し
た
と
同
じ
で
、
こ
の

刀
こ
そ
後
生
に
は
杖
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

聖
祖
晩
年
に
於
け
る
日
弁

（そ
の
三
）
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聖
祖
晩
年
に
於
け
る
日
弁

（そ
の
三
）

他
の
一
つ
は
弘
安
元
年
四
月
に
太
田
乗
明
か
ら
銭
十
貫
文

・
御
明

一
本

。
焼
香
廿
両

・
太
刀

一
振
が
献
上
さ
れ
た
。
太
田
氏
が
五
十
七

歳
の
厄
年
に
当
た
り
、
聖
祖
に
厄
払
い
を
お
願
い
し
た
時
御
布
施
と
し
て
献
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
御
返
事
で
あ
る
同
御
書
は

『弥
源
太

殿
御
返
事
』
と
異
な
り
献
上
さ
れ
た
太
刀
に
つ
い
て
は

一
言
も
述
べ
て
お
ら
れ
な
い
。

御
遺
物
配
分
に
あ
た
っ
て
太
刀

一
振
、
小
袖

一
、
袈
裟
代
五
貫
文
を
う
け
た
侍
従
公
は
日
昭

ｏ
日
朗

・
日
向
に
つ
い
で
四
人
目
に
そ
の

名
を
録
し
て
い
る
。
然
も
銭
五
貫
文
の
記
録
も
破
格
で
あ
り
聖
祖
の
葬
送
に
列
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
高
足
の
門
弟
と
お
も
わ
れ
る
が
事

跡
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
池
上
本
門
寺
の
祖
師
像
造
立
の
大
願
主
と
し
て
六
老
の

一
人

日
持
と
侍
従
公
日
浄
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

前
述
の
侍
従
公
と
同

一
人
か
否
か
判
明
資
料
は
皆
無
で
あ
る
。
聖
祖
が
所
持
し
た
数
珠
丸
と
称
さ
れ
る
太
刀
は
、
聖
祖
葬
送
の
折
り
に
、

池
上
兵
衛
志
宗
長
が
棒
持
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
（宗
全
第
二
巻
ｐ
一
〇
四
）

口
、
聖
祖
の
伝
記

聖
祖
に
関
す
る
伝
記
類
は
約
二
百
種
は
出
版
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
中
で
代
表
的
な
伝
承
を
整
理
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

１
、
『聖
人
御
系
図
御
書
』
（縮
続
三
〇
六
）

神
武
よ
り
四
十
五
代
聖
武
天
皇
河
内
の
末
葉
遠
江
貫
名
五
郎
重
実
と
い
ふ
ま
で
は
十

一
代
也
。
重
実
其
子
三
人
之
れ
有
り

嫡
子
は
貫

名
仲
太

次
男
は
仲
三

同
く
三
男
は
仲
四
是
也
。
所
領
の
相
論
に
依

っ
て
度
々
上
奏
を
致
す
と
云
へ
ど
も
其
下
知
無
き
に
よ
っ
て
合

戦
い
た
し

一
族
を
亡
す
事
之
れ
多
し
。
然
る
間
配
所
安
房
の
国
東
條
の
片
海
と
云
ふ
所

へ
流
さ
れ
畢
ん
ぬ
。
次
男
仲
三
の
其
子
に
日

蓮
是
也
ｒ
永
元
年
八
月
十
四
日
　
　
重
実
―
一
［

‐ ― ‐
静
¨
¨
』
‐
‐
日
蓮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
蓮
在
御
判
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3   26   5

文
永
元
年

（
一
二
六
四
）
の
述
作
と
さ
れ
る
が
、
真
跡
は
な
い
。
長
享
二
年

（
一
四
八
八
）
七
月
之
れ
を
奉
写

六
十
七
日
朝
と
あ
る

に
よ
っ
て

日
朝
の
書
写
に
よ
る
も
の
で
あ
る

『産
湯
相
承
事
』
　

口
伝
に
基
づ
い
て
日
興
之
を
記
す

（富
士
宗
学
要
集
第

一
巻
二
七
）

『三
師
御
伝
土
代
』

大
石
寺
四
世
日
道

（
一
二
八

一
～

一
三
四

一
）
貞
應
元
年
二
月
十
六
日
誕
生
と
す
る
最
古
の
書

倉
示
全
第
二
巻

一
一一二
エハ
）

『元
祖
化
導
記
』

身
延
日
朝

（
一
四
二
一
～

一
五
〇
〇
）
文
明
十
年

（
一
四
七
八
）
の
成
立

上
下
三
巻

（千
葉
県
立
中
央
図
書
館

蔵
日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
第
二
号
史
料
）

一
、
父
母
事

或
記
云
其
先
祖
は
遠
州
之
貫
名
五
郎
重
実
也
。
平
家
之
乱
安
房
国
被
流
罪
畢

然
重
実
二
人
子
長
男
不
知
之

次
男
貫
名

次
郎
重
忠
五
人
有
之
。　
一
藤
太

一
一幼
に
し
て
少
死
玉
ふ
。
三
仲
二
郎

四
元
祖
上
人
也
。
五
藤
平
云
々

聖
祖
の
誕
生
日
は
二
月
十
六
日
辰
剋
云
々

父
は
貫
名
重
忠
と
書
い
た
の
は
化
導
記
に
始
ま
る
然
し
、
聖
人
御
系
図
御
書
を
書
写

し
た
行
学
院
日
朝
は
系
図
御
書
書
写
本
よ
り
十
年
早
い
文
明
十
年
に
元
祖
化
導
記
』
を
著
述
し
て
い
る
。
前
述
の

「系
図
」
で

は
重
実
に
三
子
有

「化
導
記
」
で
は
二
子
有
と
異
な
っ
て
い
る
。
縮
刷
遺
文
の
編
輯
者
は

『聖
人
御
系
図
御
書
』
に
つ
き
、
「此

書
は
古
写
本
の
中
よ
り
得
し
な
り
疑
鮎
砂
か
ら
ず
」
と
述
べ
て
い
る
。

『元
祖
蓮
公
薩
埋
略
伝
』
（円
智
院
日
性
著
、
永
禄
九
年

〈
一
五
六
六
〉
は
、
「化
導
記
』
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
簡
単
に
伝
え
て
い
る
。

『日
蓮
大
聖
人
注
画
讃
』
（五
巻
二
十
二
項
目
に
分
か
ち
記
述
）

「蓮
師
の
姓
は
三
国
氏
父
は
遠
江
国
の
主
貫
名
重
実
が
二
男
重
忠
な
り

日
蓮
は
第
四
の
子

聖
武
皇
帝
の
末
孫
」
と
述
べ
化
導

記
は
辰
剋
云
々
と
あ
る
が
注
画
讃
は

「
む
ま
の
こ
く
」
生
ま
れ
と
な
っ
て
い
る
。

聖
祖
晩
年
に
於
け
る
日
弁

（そ
の
三
）
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8   7

一

父

重
忠

（妙
日
）

重
政

藤
太

仲
三

薬
王
丸

藤
平

世友

母

梅
菊

（妙
蓮
）

１
、
「聖
人
御
系
図
御
書

・
元
祖
化
導
記
」
に
は
母
の
出
自
は
述
べ
て
い
な
い
。

２
、
「産
湯
相
承
事
」
は
悲
母
梅
菊
女
、
童
女
の
御
名
な
り
、
平
の
畠
山
殿
の

一

３
、
「日
蓮
大
聖
人
注
画
讃
」
は
清
原
氏
の
出
身
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

聖
祖
晩
年
に
於
け
る
日
弁

（そ
の
三
）

『統
紀

・
致
異

ｏ
本
化
高
祖
紀
年
録

・
安
房
古
事
志

ｏ
日
蓮
大
士
真
実
伝
』
等
は
藤
原
氏
出
自
と
な
っ
て
い
る
。

『御
書
略
註
』
倉
示
全
十
八
巻

一
六
五
）
玉
沢
三
十
三
世
境
持
院
日
通
の
御
書
問
答
證
議
論
を
境
達
院
日
順

（
一
八
四
八
）
が
抜
粋
和

訳
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
宗
祖
継
図
の
事

小
湊
藤
原
氏
貫
名
重
忠
公
の
四
男
也
、
聖
武
帝
の
裔
河
内
守
通
行

末
葉
貫
名
仲
三
と
云
、井
伊
家
よ
り
貫
名
を
相
続
す

貫
名
二
郎
重
忠
房
州
配
流
の
事
は

一
族
と
虎
領
の
議
論
に
て
合
戦

に
及
ぶ
故
也
。
伊
勢
平
氏
に
与
同
せ
し
と
云
は
相
違
也
。

重
仲

日
蓮

類
に
て
御
座
す
云
々
。
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４
、
「貫
名
系
図
略
縁
起
」
は
北
面
の
武
士
、
山
崎
左
近
将
監
良
兼
の
子
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る
。

５
、
「本
化
高
祖
紀
年
録
」
は
高
祖
御
母
清
原
氏
、
舎
人
親
王
五
十
世
之
裔
。
山
崎
左
近
縦
五
位
兼
良
女
。

６
、
「日
蓮
大
士
真
実
伝
」
下
総
国
路
野
邊
な
る
大
野
吉
清
が
女
、
梅
菊
女
を
迎

へ
て
妻
と
な
し
ぬ
。

７
、
「統
紀
」
母
者
清
原
氏
舎
人
親
王
之
遠
裔
畠
山
家
の
族
梅
千
代
と
呼
ぶ
上
之
総
州
大
野
吉
清
之
娘
重
忠
に
嫁
す
。
ｐ
六
二

８
、
「御
書
略
註
」

宗
祖
の
御
母
妙
蓮
尼
公
の
事

下
総
八
幡
郷
大
野
村
吉
清
の
娘
に
し
て
右
衛
門
の
太
夫
政
清
の
妹
也

此
大
野
吉
清
の
室
は
道
野
邊
右

京
が
娘
な
る
故
に
、
御
里
の
道
野
邊
に
於
て
出
産
有
し
を
梅
千
代
と
名
く
、
則
ち
貫
名
重
忠
に
嫁
す

吾
祖
の
御
母
也
、
御
母
の
舎
兄

右
衛
門
太
夫
の
父
吉
清
は
大
野
次
郎
兵
衛
教
信
の
父
也

此
の
教
信
は
曽
谷
法
蓮
日
程
の
事
也

◎
曽
谷
教
信
の
家
系
に
つ
い
て
は
種
々
の
説
あ
り
、
問
題
を
提
起
し
て
篤
学
者
の
指
導
を
仰
ぎ
た
い
。
左
記
に
家
系
を
提
示
す
る
。

聖
祖
晩
年
に
於
け
る
日
弁

（そ
の
三
）
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下
総
八
幡
郷
大
野
村

聖
祖
晩
年
に
於
け
る
日
弁

（そ
の
三
）

大
野
政

妻

道
野
邊
右
京
の
娘

一
説
に
は
畠
山
重
忠
の
子
孫
で
千
葉

千
田
と
氏
姓
を
改
め
曽
谷
郷
に
住
す

る
に
よ
り
曽
谷
と
改
姓
し
た

教
信
は

曽
谷
道
頂
の
長
子
で
あ
る

「事
典
」

と
も
い
う

ま
た
平
氏
で
あ
る
道
野
邊

右
京
の
孫
と
も

聖
祖
百
日
説
法
の
時

大
田

・
秋
元
氏
等
と
入
信

聾妊丸―∃丁従兄弟

重
政

藤
太

早
世
重
仲

仲
三

子

曽
谷
二
郎
兵
衛
教

（入
道
し
て
法
蓮
日
證
）

浄
蓮

（金
原
法
橋
の
説
あ
り
）

千
葉
介
の
一
族
な
ら
ん

（中
尾
尭
）

進
阿
閣
梨

（大
進
房
）

三
位
房
日
行

鷹 歩    占

暑展[彙 富量暑貪貫言

日
弁
直
弟
日
忍

中
山
祐
師
に
私
淑
す
る

石
井
左
近
と
の
縁
に
よ
り
野
呂
に
住
し

工
藤
吉
隆
の
弟
日
合
を
迎
え
て
野
呂
の

妙
興
寺
を
創
し
た
入
道
と
し
て
典
崇
後

に
改
号
し
て
道
崇

山
祐
師
の
父

（略
註
）
？

長
子

道
崇

（典
崇

次
郎
左
衛
門
直
秀
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七
、
千
葉

ｏ
曽
谷
両
氏
の
血
縁
関
係
と
日
弁
門
流

１
、
千
葉
氏
の
所
領

古
代
豪
族
の
中
で
、
東
国
の
代
表
的
な
千
葉
氏
は
、
千
葉
に
住
み
代
々
千
葉
介
を
称
し
て
い
た
。

頼
朝
挙
兵
の
と
き
、
常
胤
は
平
氏
追
討
に
参
じ
、
し
ば
し
ば
勲
功
を
た
て

「凡
そ
常
胤
の
大
功
に
於
て
は
生
涯
更
に
報
謝
を
尽
す
べ
か

ら
ず
」
（日
蓮
宗
の
成
立
と
展
開
ｐ

一
〇
七
）
と
記
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
功
に
よ
っ
て
下
総
国
守
護
職
に
補
せ
ら
れ
、
陸
奥
・肥
前
・

上
総

・
常
陸
、
相
模

・
武
蔵

・
美
濃
な
ど
に
多
く
の
所
領
を
得
る
。
次
い
で
平
泉
に
大
き
な
勢
力
を
ほ
こ
っ
た
藤
原
氏
を
文
治
五
年

（
一

一
八
九
）
征
討
す
る
こ
と
に
な
り
、
東
海
道
の
大
将
軍
と
し
て

一
族
は
じ
め
諸
将
を
ひ
き
い
、
浜
通
り
を
進
撃
し
、
そ
の
軍
賞
に
よ
っ
て

常
胤
に
浜
通
り
地
方
に
広
大
な
所
領
が
与
え
ら
れ
、
こ
れ
を
子
息
た
ち
に
次
の
よ
う
に
分
割
相
続
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

て
宗
家
を
継
ぐ

・…
…
…
…
…
相
鶏
蜘
彿
方
郡

｛
願
鵜
咄

一
椰
話
嚇

｝

”張
町
）
…
…
　
晰
馴
釉

（宮
城
県
亘
理
駅
周
辺
）

聖
祖
晩
年
に
於
け
る
日
弁

（そ
の
三
）
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聖
祖
晩
年
に
於
け
る
日
弁

（そ
の
三
）

郎
胤
信
　
香
取
郡
大
須
賀
保

（大
栄
町
）

|   |    |
六     五     四

郎
胤
通

葛
飾
郡
国
分
郡

（市
川
市
国
分
）

香
取
郡
本
矢
作
城

（佐
原
市
）

（東
庄
町
）

黒
川
郡

（宮
城
県
）

（
Ｐ

４
）
」
↓

ｏ
福
島
県
史
１

（Ｐ
三
六
四
）
‐
↓ヽ

こ
れ
に
よ
っ
て
千
葉
氏
の
所
領
が
い
か
に
巨
大
で
あ

っ
た
か
が
知
ら
れ
る
。

先
祖
以
来
の
本
領
を
離
れ
奥
州
に
移
動
し
た
の
は
常
胤
の
次
男
、
三
男
の
子
孫
で
あ
る
。
師
常
か
ら
六
代
目
の
重
胤
は

「下
総
国
相
馬

の
地
を
離
れ

一
族
、
譜
代
の
臣
を
従
え
奥
州
に
下
向
し
た
の
は
元
享
三
年

（
一
三
二
三
）
で
あ

っ
た
。
（福
島
県
史
ｌ
　
Ｐ
三
七
〇
）

常
胤
の
三
男
武
石
胤
盛
は

「奥
羽
の
役
に
功
あ
り
建
久
元
年

（
一
一
九
〇
）
十

一
月
亘
理
郡
の
地
を
給
せ
ら
れ
、
翌
二
年
下
向
し
て
亘

理
城
に
居
住
し
た
。
２

説
に
は
曽
孫
宗
胤
が

一
一
四
年
後
の
正
安
四
年

（
〓
二
〇
〇
）
始
め
て
亘
理
に
移

っ
た
と
い
う
。
曽
孫
宗
胤
の
孫

石
見
守
高
広
の
代
ま
で
は
武
石
氏
を
称
し
た
。
（石
川

一
千
年
史
続
編
Ｐ

一
・
角
田
町
郷
土
史
Ｐ
六
）

千
葉
氏
嫡
家
は
常
胤
の
没
後
も
頼
朝
以
来
の
関
東
有
力
御
家
人
と
し
て
下
総
の
守
護
職
を
相
伝
し
て
い
た
。
そ
し
て
胤
正

・
成
胤

・
胤

綱

・
時
胤

・
頼
胤
の
代
に
な
っ
て
、
蒙
古
襲
来
防
備
の
た
め
に
頼
胤
は
相
伝
の
所
領
の
地
で
あ
る
肥
前
山
城
に
赴
く
、
文
永
合
戦
に
て
死

○ 良F
歴 胤
史 頼
手
帳 香
五 取
十 郡
二 東
号 庄

/＼ 大
庄 岩 須
内 城 賀
三 郡 胤
郷 好 信
の 嶋
地 庄
頭 領
職 所
職

国
分
胤
通

Ｙ

城
郡
国
分
庄

（仙
ム国
市
）

東
　
胤
頼

（好
間
地
方
）

―- 46 -―



去
、
そ
の
子
宗
胤
が
大
隅
守
護
の
任
に
あ
た
る
。　
一
方
下
総
に
い
た
宗
胤
の
弟
胤
宗
は
九
州
以
外
の
地
に
お
け
る
千
葉
介
の
事
務
を
司
る
。

こ
れ
が
肥
前
千
葉
氏
と
下
総
千
葉
氏
と
の
分
裂
の
き
っ
か
け
と
な
る
。

宗
胤
の
子
胤
貞
は
、
中
山
法
華
経
寺
二
代
貫
首
日
高
の
時
に
俗
別
当
と
な
り
、
正
和
三
年

（
一
三

一
四
）
四
月
に
貫
首
日
高
が
没
す
る

や
、
猶
子
の
日
祐
を
僅
か
十
七
歳
で
三
代
の
貫
首
に
す
え
、
元
応
二
年
十
二
月

一
日

・
嘉
暦
元
年

（
一
三
二
六
）
七
月
四
日

・
建
武
三
年

（
一
三
二
六
）
四
月
二
日
の
四
度
に
わ
た
っ
て
寺
領
の
寄
進

ｏ
日
祐

へ
の
私
領
譲
与
を
行

っ
て
い
る
。
そ
の
寄
進
状
並
び
に
譲
状
に
よ
る

と
、
日
祐
の
得
た
寺
領
は
八
幡
庄
谷
中
郷
内
同
庄
蘇
谷
郷
秋
山
村

（松
戸
市
）
を
は
じ
め
、
千
田
庄
原
郷

・
中
村
郷

・
金
原
郷
内

（多
古

町
及
び
八
日
市
場
市
）
・
臼
井
庄
古
牟
呂

（小
室
）
村

・
嶋
田
町

ｏ
真
木
野
村

・
平
戸
村

（船
橋
市
及
び
八
千
代
市
）
・
肥
前
国
小
城
郡
内

（光
勝
寺
職

・
妙
見
座
主
職

・
乙
犬
名
等
）
な
ど
に
田
畑
四
十
四
町
八
段
半
四
十
歩
と
い
う
広
大
な
も
の
で
あ

っ
た
。

貫
首
に
な
っ
た
翌
年
、
正
和
四
年

（
一
三

一
五
）
正
月
八
日
、
日
祐
は
若
く
し
て
真
間
弘
法
寺
の
堂
供
養
法
会
の
唱
導
師
を
勤
め
、
さ

ら
に
こ
の
後
も
元
亨
三
年

（
一
三
二
三
）
真
間
弘
法
寺
仏
堂
供
養
、
建
武
元
年

（
一
三
二
四
）
同
寺
御
影
堂
供
養
、
暦
応
三
年

（
一
三
四

〇
）
上
総
国
藻
原
堂
釈
迦
多
宝
二
尊
供
養
、
康
永
元
年

（
一
三
四
三
）
真
間
大
聖
人
御
影
像
供
養
、
康
永
二
年
古
河
妙
光
寺
法
華
堂
釈
迦

多
宝
二
尊
供
養
、
康
永
四
年
法
華
寺
釈
迦
仏
並
び
び
に
四
菩
薩
供
養
、
延
文
二
年

（
一
二
五
七
）
多
古
日
忍
阿
閣
梨
御
堂
供
養
延
文
四
年

千
田
庄
原
郷
御
堂
供
養
、
貞
治
二
年

（
一
三
六
三
）
千
田
庄
安
久
山
堂
供
養
、
応
安
二
年

（
一
三
六
九
）
千
田
庄
多
古
日
忍
遺
跡
堂
供
養

と
、
日
蓮
宗
有
力
寺
院
の
堂
供
養
や
本
尊
開
眼
供
養
に
唱
導
師
と
し
て
勤
め
て
い
る
。

２
、
曽
谷
氏
の
系
図

曽
谷
教
信
は
下
総
千
田
庄

（八
幡
庄
と
も
）
蘇
谷
郷
に
住
み
、
大
田
氏
と
同
様
に
越
中
国
に
所
領
を
も
つ
武
士
で
あ
り
、
富
木

・
大
田

聖
祖
晩
年
に
於
け
る
日
弁

（そ
の
三
）
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聖
祖
晩
年
に
於
け
る
日
弁

（そ
の
三
）

両
氏
と
並
ぶ
下
総
教
団
の
有
力
信
者
で
あ
る
。
古
来
曽
谷
二
郎
左
衛
門
教
信
、
法
名
法
蓮
。
又
は
曽
谷
二
郎
兵
衛
尉
教
信
と
い
わ
れ
て
い

る
。
し
か
し
曽
谷
氏
が
教
信

・
法
蓮
で
あ
る
と
い
う
根
拠
は
乏
し
い
の
で
、
同
人
か
別
人
か
に
つ
い
て
考
え
る
点
が
残
っ
て
い
る
と
近
刊

の

『日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典
』
は
述
べ
て
い
る
又
、
曽
谷
二
郎
兵
衛
尉
教
信
は
曽
谷
教
信
と
す
る
確
実
な
証
拠
は
何
も
な
い
と
い
う
。

曽
谷
の
館
に
安
国
寺
を
創
し
そ
の
子
孫
に
曽
谷
胤
貞
が
あ
り
建
武
元
年
十

一
月
、
参
州
高
橋
の
合
戦
で
討
ち
死
に
し
、
こ
の
と
き
曽
谷

城
も
落
城
し
た
と
同
寺
縁
起
は
伝
え
て
い
る
。
建
治
三
年
十

一
月
に
三
河
国
で
没
し
て
い
る
の
で
混
同
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

，つノ。
『千
葉
実
録
』
に
は
千
葉
氏
胤
の
子
宗
胤
に
つ
い
て

「千
田
太
郎
、
下
総
葛
飾
郡
曽
谷
村
と
い
ふ
所
に
此
の
人
の
城
跡
有
」
と
記
さ
れ

て
い
る
が

『千
葉
実
録
』
信
憑
の
度
合
い
が
論
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
。
千
葉
諸
系
図
を
み
て
も
氏
胤
の
子
に
宗
胤
は
い
な
い
、
千
田
太
郎
を

称
す
る
宗
胤
は
千
葉

（千
田
）
胤
貞
の
父
宗
胤
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

古
来
曽
谷
教
信
に
つ
い
て
種
々
の
説
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
今

『日
蓮
宗
事
典
』
を
依
拠
と
し
、
『御
書
略
註
』
を
参
考
に
し
な
が
ら

「曽
谷
氏
の
系
図
」
を
掲
げ
日
弁
門
流
と
の
関
係
を
明
確
に
し
た
既
説
の
系
図
を
参
照
し
な
が
ら
そ
の
門
流
の
及
ぼ
し
た
影
響
を
志
向
し

た
い
。

◎

「安
国
寺
記
録
」
に
曽
谷
の
館
に
教
信

曽
谷
山
安
国
寺
を
創
立
、
曽
谷
氏
の
先
祖
は
千
田
氏
、
千
葉
氏
の

一
族
で
千
田
重
胤
が
曽
谷
に

住
し
て
い
た
か
ら
曽
谷
を
氏
と
し
た
。

◎

「御
書
略
註
」
境
持
院
日
通

（玉
沢
三
十
三
世
）
の
祖
書
証
義
論
十
巻
を
境
達
院
日
順

（
一
八
四
八
）
が
抜
粋
和
訳
し
た
も
の
と
推
定

さ
れ
て
い
る
。
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３
、
千
葉
氏
と
日
祐

中
山
法
華
経
寺
第
二
世
日
高
は
太
田
乗
明
の
子
と
生
ま
れ
伊
賀
公
と
称
し
、
身
延
守
塔
輪
番
の

一
人
に
え
ら
ば
れ
た
。
中
山
在
山
中
下

総
の
豪
族
千
葉
胤
貞
の
帰
依
を
得
、
ま
た
胤
貞
は
俗
別
当
と
し
て
臨
み
貫
首
日
高
に
並
ぶ
権
限
を
掌
握
し
た
。
法
華
経
寺
は
日
常
の
創
建

し
た
法
華
寺
と
日
高
の
父
乗
明
の
館
を
寺
と
し
た
本
妙
寺
と
が
な
る
が
両
寺
を
兼
帯
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
妙

・
法
華
両
寺

一
主
の
制

を
始
め
た
。

日
高
正
和
三
年

（
一
三

一
四
）
四
月
入
寂
後
、
幼
少
の
時
か
ら
胤
貞
の
猶
子
と
な
っ
て
い
た
日
祐
が
十
七
歳
に
し
て
第
二
代
の
貫
首
に

就
任
し
、
爾
来
在
位
六
十
年
に
及
ぶ
。
出
自
に
つ
い
て

「御
書
略
註
」
は
曽
谷
次
郎
兵
衛
を
父
と
し
て
い
る
が
、
史
料
的
に
こ
れ
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
「千
葉
氏
に
連
な
る
有
力
な
在
地
武
士
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
」
と
寺
誌
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

の
が
最
も
妥
当
な
線
で
あ
る
。

胤
貞
よ
り
本
領
の
千
田
庄
は
じ
め
、
八
幡
庄

・
白
井
庄

・
肥
前
小
城
郡
な
ど
に
広
く
散
在
す
る
所
領
の
中
か
ら
、
広
大
な
田
畠
を
寺
領

と
し
て
寄
進
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
寄
進
を
総
計
す
れ
ば
四
十
五
町
歩
に
も
上
が
る
。
こ
こ
に
法
華
経
寺
の
経
済
的
基
盤
が
確
立
さ
れ
教
団

発
展
の
契
機
を
生
む
に
至
る
。
そ
の
目
覚
ま
し
い
具
体
的
活
動
の
有
り
様
は
、
日
祐
自
身
が
記
録
し
た

「
一
期
所
修
善
根
記
録
」
に
よ
っ

て
明
ら
か
で
あ
る
。
（宗
全
第

一
巻
四
四

一
～
四
九
）

聖
祖
晩
年
に
於
け
る
日
弁

（そ
の
三
）
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聖
祖
晩
年
に
於
け
る
日
弁

（そ
の
三
）

八
、
鷲
ノ
巣
門
流
開
山
寺
院

8 6 3 1 No

神
奈
川
県

千
葉
県

千
葉
県

千
葉
県

千
葉
県

千
葉
県

島
根
県

京
都
府

京

都

鳴

新
潟
県

福
島
県

福
島
県

茨
城
県

茨
城
県

千
葉
県

千
葉
県

千
葉
県

千
葉
県

茨

城

県

茨
城
県

千
葉
県

千
葉
県

千
葉
県

神
奈
川
県

神
奈
川
県

神
奈
川
県

神
奈
川
県

静
岡
県

山
梨
県

千
葉
県

県
名

緋 緋 緋 緋 緋

中
本
寺
緋

大
本
山

旧
寺
格

愛
悦
山

高
藤
山

法
輪
山

大
乗
山

常
宝
山

借
当
山

妙
栄
山

青
柳
山

鷲
林
山

高
顔
山

妙
覚
山

東
鶴
山

大
塚
山

木
曽
山

神
崎
山

興
特
山

天
神
山

大
野
山

大
高
山

松
塚
山

高
福
山

長
国
山

正
峰
山

玉
正
山

千
葉
山

金
立
山

関
本
山

蓮
寿
山

定
栄
山

長
国
山

山

号

長
福
寺

妙
勝
寺

妙
経
寺

法
華
寺

妙
光
山

妙
蓮
寺

妙
組
寺

宥
清
寺

本
門
寺

常
顕
寺

安
立
寺

本
行
寺

成
顕
寺

妙
蓮
寺

常
教
寺

妙
福
寺

円
充
寺

浄
光
寺

宝
塔
寺

願
成
寺

上
行
寺

妙
照
寺

妙
興
寺

妙
覚
寺

蓮
華
寺

本
光
寺

弘
行
寺

常
諦
寺

遠
照
寺

鷲
山
寺

寺

名

日

忍
日
秀
日
寿
日

忍

日

忍
日
弁
日
弁
日
弁
日
弁

日

弁
日
弁
日
弁
日
弁
日
弁

日

弁
日
弁
日
弁
日
弁
日
弁
日
弁
日
弁
日
弁
日
弁
日
弁
日
弁
日
弁
日
弁
日
弁
日
弁
日
弁
開

山

不
明
応
長
元
年
盆
三
こ

正
中
二
年

盆
量
こ

不
明
永
和
年
間
盆
毛
五～
尭
）

不
明
不

明
延
慶
元
年

延
慶
元
年

建
治
元
年

正
応
正
応
嘉
元
元
年

嘉
元
元
年

嘉

元

不

明
永
仁
応
長
元
年

嘉
元
嘉
元
元
年

正
応
永
仁
年
中

弘
安
二
年

文
永
十

一
年
金
毛
ｅ

文
永
十

一
年
金
毛
じ

文
永
十

一
年
金
毛
ｅ

弘
安
五
年

弘
安
四
年

永
仁
二
年

建
治
三
年
創
立
年
代

一年 一年 一年 一年
死
年 一年

一一一〇
〈）

一一一〇〈）
一七五
）

一九
〇
）

一九
〇
）

一一一〇
一一一）

一一一〇
四
）

一九
四
）
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